
第 章

インドにおける

──非組織部

経済自

門に関

由

連す

化と労働

る判例を中心

法の諸

に──

問題

はじ

インド

輸入代替

る。

め

政

工

に

府は， 年に

業化戦略を離れ

年

こと，輸

に発表された産業

出入管理を大幅に

経済自由

，市場経

政策，貿

緩和する

化政

済

策を導入し，以

を基本に据えた

易政策には，諸々の

こと，外資を導入す

来，公共

経済政策

参入規制

ることな

部

を進

門主導の

めてい

を撤廃する

どの施策が

盛り込ま

は，経済

に配慮す

よく知

目指して

れ

自

る

ら

き

ていたが，同時

由化に伴って生

，という言明で

れているように

た。ただし，そ

するもの

会主義と

ではない。最高裁

は，収入や地位，

に，労働

じると予
（ ）ある 。

，インド

れは生産

問

想さ

は独

手段

題に関する言及

れる困難につき

立以降，社会主

の国有化や私的

判所の判

生活水準

決によれば，インド

の不平等を是正し，

もあった

十分に労

義的な社

所有権の

。そ

働

会

廃

の内容

者の利益

の建設を

棄を意味

憲法に述

労働者に

べられた社

十分な生活

水準を確

いった近

ば，他の

労働法

原則に一

保

代

自

は

定

することにあり

法の諸原則に制

由経済を基本と

，自由経済の基

の修正を加える

，その限

約を課す

する国々

本をなす

社会立法

りに

こ

と法

近代

の

おいて私的所有
（ ）とである 。そ

的には変わると

法の諸原則のう

一分野であり，

権絶対や

うである

ころはな

ち，特に

労働者の

契

とす

い

契

権利

約自由と

るなら

。

約自由の

を擁護



し，また

て生まれ

労働組

た近代

合の活動を保障する

社会は，出自や身分

ことがそ

ではなく

の核心である。封建

，契約によって私人

制を打破

間の関係

し

を

結びつけ

な不平等

労働者を

自由経済

修正を加

る

や

搾

を

え

自由

不公

取し

基本

てお

インド

社会的

では，

，経済的

経済をもたらしたも

正を生じせしめた。

たことは歴史的な事

とする国々も近代法

り，労働法の領域は

のの

例え

実と

の諸

その

，同

ば，

して

原則

最も

まず憲法に労働に関

および政治的な正義

連する

と思想

時に社会的に容認し

契約自由の名の下に

よく知られていよう

を前提としつつもこ

顕著な例の一つなの

得

，

。

れ

で

ないよ

資本家

つまり

に多く

ある。

一連の規定がある。

，表現の自由 を国

前文では

民に確保

う

が

，

の

，

す

ることを

る。また

実現され

針とする

件や生活

謳

憲

る

こ

の

い，

法第

権

とが

安定

ただし

を意図す

，憲法

る法律

第 条 項 におい

四章の 国家政策の

利 ではないものの

国の義務とされるも

を目指すよう国を義

て

指導

，立

ので

務づ

，基

原則

法に

あり

ける

制定以前にも，イギ
（ ）が数多く存在し ，

リス支配

独立以

本権として結社の自

は，裁判所によっ

際して同章に含まれ

，このなかに，労働
（ ）諸規定がある 。

由を

て

る

者

保障

強制的

規定を

の労働

の下で，インドには

後もこれらの法はほ

労働者保

ぼそのま

す

に

指

条

護

ま

受け継が

り，争議

労働者側

あったこ

の力が労

れ

解

が

と

働

（た

決に

低い

，さ

者側

せざるを

働組合が

えない

政府か

）。唯一大きな改革が

ついて政府の役割を

識字率や教育水準に

らに前近代的な社会

に比べ事実上きわだ

行

重

悩み

関係

って

われ

視し

，ま

に縛

おり

状況があり，また迅

ら独立した勢力にな

速な経済

ることを

たのは労使関係に関
（ ）た点である 。その

た低賃金のために自

られていたことから

，したがって政府の

する

背景

立

，

役

法で

には

が困難

使用者

割を重

発展をはかるという

危険視したという理

観点から

由もある

あ

，

で

側

視

労

。

実際に

停・仲裁

働組合側

（

働政策に

，

を

で

）が

お

長く

主た

最大

非ス

ける

政権を担ってきた会

る紛争解決手段とす

の中央組織であっ

トライキ，労使協調

主導権を確保しよう

議派

るも

た会

を

と試

の労

ので

議派

唱え

みた

働政策は，政府の介

あり，これに呼応す

系のインド国民労

ることにより，会議

のである。これに対

入

る

働組

派政

し

による

形で，

合会

権の

て，他

調

労

議

労

の



政党もそ

使紛争が

の系列労組の運動

有効に抑えられた

を取り込

わけでは

第 章 インドにおける経済自由化

んで政治運動を展開
（ ）なかった 。

と労働法の

し，スト

諸問題

ライキや労

さて，

来，市場

との観点

ている点

おける政

経

か

を

府

年の全面的な

済にマッチした

ら労働問題につ

整理すると大き

・政党の過剰な

と，また

政策・労

そのような仕組み

働法の対象外とさ

経済自由

労働政策

いて多く

く二つに

介入を抑

化に

を展

の議

分

え，

先立つ 年代の

開し，労働法改

論がある。それ

けることができ

労使間の自主的

へ労働組

れてきた

合法や労働争議法を

労働者のおよそ 割

部分的経

革を行う

らが共通
（ ）る 。

な解決を

済

べ

し

労使

促

自由化以

きである

て指摘し

関係に

進するこ

改めるこ

を占める

と， 労働

非組織部門

の労働者

など前近

現在ま

ルでは労

立法や改

を

代

で

働

正

労働法の対象に

的な雇用慣行を

の政府の対応は

に関する目立っ

がないというこ

動きがな

に比べて

いことを意味する

，労働関連法は，

含めるこ

なくすこ

どうかと

た立法も

とが，労

と，

と，

いう

改正

働者

これに関連して

これである。

と，経済自由化

もない。もちろ

の雇用や労働条

わけでは

政党の支

な （ ）い 。貿易や会

持基盤となってきた

債務労働

後に，中

ん，制定

件，労使

，

央

法

関

児童労働

政府レベ

に関する

係などに

社組織に

労働組合

かかわる法

が経済自由

化に否定

機関から

めに，迅

リカが，

は不公正

的

融

速

途

な

な態度をとらざ

資を受ける条件

な改革が行われ

上国において不

貿易であり，そ

かまたは

い。その

適切に実施されて

主張の是非はさて

るを得な

となる構

ていない

当に廉価

の理由の

いた

造調

だけ

な労

一つ

めに触れること

整の第一義の対

である。もっと

働力によって生

が途上国では労

いないこ

おくとし

とにある，と主張し

て，インドはアメ

が難しく

象になっ

も

産された

働法が未

，

て

の

商

整

また国際

いないた

場でアメ

品の輸出

備である

たことは

リカや日

記憶に新し

本より

条約を多

（ト

こうし

革議論を

現象を素

く

た

整

描

批准しているも

）に多くの問

状況のなかで，

理すること，そ

すること，そし

のの，労

題をかか

本章の課

れとの関

て労働法

働法

え

題は

係で

の適

の適用範囲やそ

ていることも事

，経済自由化後

労働市場や労使

用においてどの

のインフ

実である

にみられ

関係に近

ような社

ォ

。

る

年

会

ースメン

労働法改

みられる

問題が存



在してい

労働慣行

るのか

が今ど

を抽出し，またイン

のような状況にある

ドにおい

のかをさ

て著しいといわれる

ぐることである。本

前近代的

章では，

な

労

働問題や

績が少な

働法のイ

そこで

し，その

労

か

ン

，

上

働運

らず

フォ

第

で，

いて，第

討する。

節で

第 節

動，労働法について

存在するため，これ

ースメントにおける

節では，労働市場全

労働法の適用問題を

必要

らを

問題

体に

，第

なか

深く

を判

かか

節

特に請負労働や児童

で，労使関係の動き

労働につ

と改革議

ぎりで概観を試みる

論じるものではなく

例にみることにある

わる動きや問題点を

で特に最低賃金や債

が

，

。

み

務

，先行

焦点は

ること

労働に

いて，それぞれ判例

論をみて，最後にイ

によって

ンドにお

業

労

に

つ

検

け

る労働問題

労

につ

働市

インド

整理して

の労働

おこう

き，若干のまとめを

場と労働法

なしたい

市場と労働者保護法
（ ）。

について

。

，指摘されてきた主な点をまず

第 に

より手厚

ある。第

組織部門

にしてい

，

く

に

る

組織

保護

に，

関し

。第

賃金上昇

働保障の

があり

ための

部門と非組織部門の

されている一方で，

過保護な労働法が，

て，雇用吸収を抑え

に，組織部門では

二重

後者

労働

，ま

，労

市場

は事

市場

た破

働生

，また労働諸法によ

拠出金により 人当

って使用

たりの労

構造があり，前者は

実上なんらの保護が

の柔軟性を阻害して

綻企業の市場からの

産性や企業の収益と

労

な

お

退

は

働諸法

い状態

り，特

出も困

無関係

者に課されているさ

働コストが高い。

まざまな

に

に

に

難

の

労

以上の

変化が近

常に大き

働法適用

ける賃金

よ

年

な

過

と

うな

みら

テー

程の

労働

指摘は正しいだろう

れるだろうか。言う

マであり，本来なら

問題を中心に据える

生産性については割

か。

まで

ば詳

本章

愛し

また

もな

細な

の観
（ ）

仮に正しいとして，

く，これらの問題一

分析を必要とする。

点からは，第 の組

，第 および第 の

ど

つ

し

織

点に

のよう

一つが

かし，

部門に

つき

な

非

労

お

，



必要な範囲で瞥見することにしたい

第 章 インドにおける経済自由化

。

と労働法の諸問題

．労

インド

職業別の

業部門に

働

の

就

市場と雇用

人口は， 年

業人口の比率を

％，サービス

全体に占

就業者の

める割合を減じて

倍以上いること

センサス

みると

業部門に

によ

（表

るとおよそ 億

）， 年には農

％となっており

いるとは

になる。

いえ，農業における

独立以来急速な工

万人

業部門に

， 年か

就業者が

業発展が

で

ら

あった。

％，工

％程度

，その他の

あったもの

の，イン

ところ

（

織部門と

ド

で

は

の労働問題の中

，インドの労

）と非組織

，公共部門に属

心は，依

働統計を

（部門

するすべ

然と

み

ての

して農業にある

ると，労働市場

）に

事業所と，民間

といえる

は一般

分けられ

部門に属

（

に組

てい

す

）。

織部門

る。組

る 人以

表１　職業別就業人口（センサスによる）�

1951 1961 1971 1981 1991

（％） 

　自 耕 作 農 民  
　 農 業 労 働 者  
　畜産・林業・漁業など 

農業部門 

（出所）Census of India 1991, Series 1-India Part� -B (i) Volume-1, Primary Census 
　　　　Abstract, General Population, p.ix,およびA.N. Agarawal, Hariom Varma, Indian 
　　　　Economy Statistical Year Book 1997, p.86.

72.1　 
50.0 
19.7 
2.4

71.8　 
52.8 
16.7 
2.3

72.1　 
43.4 
26.3 
2.4

68.9　 
41.5 
25.1 
2.3

66.9　 
38.7 
26.1 
2.1

　鉱 業 ・ 採 石 業  
工 業  
建 設 業 

工業部門 10.7　 
0.6 
9.0 
1.1

12.2　 
0.5 
10.6 
1.1

11.2　 
0.5 
9.5 
1.2

13.6　 
0.6 
11.3 
1.7

12.5　 
0.6 
10.0 
1.9

　商 業  
運 輸・保管・通信 
そ の他サービス業  

サービス業部門 17.2　 
5.2 
1.5 
10.5

16.0　 
4.0 
1.6 
10.4

16.7　 
5.6 
2.4 
8.7

17.5　 
6.3 
2.7 
8.5

20.6　 
7.5 
2.8 
10.3

　　合　　　　　計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0



上を雇用

うち，民

（求人強

年か

まず就

す

間

制公

ら

業

る事

部門

告）

使用

者数

直前の

億 万

年か

人から

務所であり，それ以

の 人以上を雇用す

法の下で毎年集めら

者が自発的に毎年提

（表の変化をみよう

ら自由化後の 年ま

約 億 万人へ増

外が

る

れ，

出す

）

非組

事業

残り

る形

。経

でをみる

加したと

（ ）織部門である 。

所のデータについて

の民間部門のデータ
（で集められている

済の部分的自由化が

と，就業者全体につ

予想されている一方

組織

は職

に
）。

開始

部門

業紹

ついて

され

いては約

で，組織

の

介

は

る

部

門に属す

業者全体

年， 年

る。

国民標

る

に

に

本

就業

占め

関し

調査

構造の動

者比率は

きをみ

減少し

者は約 万人から

る割合でいえば，

ては， ％を割り込

による統計を利用し

約

年

ん

て，

万

，

で，

労働

（表 ）ると ，農村地

ており，男女ともに

域では

比率が増

へ増加している。組

年では ％を超えて

減少傾向にあること

市場全体における産

織

いた

がみ

業

部門の

が，

てと

別の雇

，農業において男女

えているのは製造業

ともに就

，建設業

就

れ

用

業

，

サービス

比率が減

いる。

次に，

業

少

組

であ

して

織部

る。都市地域では，

おり，建設業，サー

門と非組織部門の違

農業

ビス

いに

，製

業に

つい

造業において男女と

おいて男女ともに比

てもう少し検討しよ

も

率

う

に就業

が増え

。

者

て

表２　就業者数の変化�
（単位：100万人） 

労働力 
人　口 

１） １） 

２） 

就業者 失業者 
組織部門 
就業者　 

組織部門 
の割合（%） 

　（注）１）労働力人口と就業者は，Usual Status基準で，15歳以上の者。 
　　　　２）推定値。 
（出所）Govt. of India, Economic Survey 1997-98, p.138，およびEconomic Survey 1999-2000,
　　　　p.S53より作成。 

262.6 
289.1 
367.4 
397.2

人口 

637.6 
725.8 
893.7 
949.9

1978 
1983 
1994 
1997

255.5 
283.2 
360.0 
389.7

7.1 
5.9 
7.4 
7.5

21.2 
24.0 
27.4 
28.2

8.3 
8.5 
7.6 
7.2
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表３　産業別雇用構造（国民標本調査による）� （％） 

農村地域 

男 女 

都市地域 

男 女 

農　　　業 

1977-78 
1983 

1987-88 
1993-94

　（注）Usual Status 基準で‘Principal Status’worker と分類された者についての数値。 
（出所）Govt. of India, NSSO, Sarvekshana, Vol. 20,No.1, 1996, pp.64-65より作成。 

80.4 
77.2 
73.9 
73.7

86.8 
86.2 
82.5 
84.7

10.2 
9.7 
8.5 
8.7

25.1 
25.5 
21.8 
19.3

鉱業・採石業 

1977-78 
1983 

1987-88 
1993-94

0.5 
0.6 
0.7 
0.7

0.3 
0.4 
0.5 
0.5

0.9 
1.2 
1.3 
1.3

0.6 
0.8 
0.9 
0.7

製　造　業 

1977-78 
1983 

1987-88 
1993-94

6.5 
7.1 
7.6 
7.0

6.1 
6.5 
7.5 
7.5

27.6 
27.0 
26.0 
23.6

29.4 
26.0 
26.9 
23.6

電気・ガス・水道 

1977-78 
1983 

1987-88 
1993-94

0.2 
0.2 
0.3 
0.3

－  
－  
－  
－ 

1.1 
1.1 
1.2 
1.2

0.1 
0.2 
0.3 
0.3 
 

建　設　業 

1977-78 
1983 

1987-88 
1993-94

1.7 
2.2 
2.7 
3.3

0.7 
0.7 
3.2 
1.1

4.2 
5.1 
5.8 
7.0

2.6 
3.7 
4.3 
4.9

商　　　業 

1977-78 
1983 

1987-88 
1993-94

4.0 
4.4 
5.2 
5.5

2.3 
2.2 
2.4 
2.2

21.6 
20.2 
21.5 
21.9

9.8 
9.9 
10.9 
10.7

運　輸　業 

1977-78 
1983 

1987-88 
1993-94

1.3 
1.7 
2.1 
2.2

0.1 
0.1 
0.1 
0.1

9.8 
10.1 
9.8 
9.8

1.2 
1.7 
1.2 
1.5

サービス業 

1977-78 
1983 

1987-88 
1993-94

5.4 
6.2 
6.4 
7.1

3.7 
3.4 
3.7 
4.0

24.5 
24.8 
25.3 
26.4

31.1 
31.4 
33.6 
38.8

　合　　　計 100.0 100.0 100.0 100.0



雇用成

％と

長

な

率に

り，

組織部門

成長率の

につい

向上に

（表 ）ついて ，

年代中ごろの

ては ％から

貢献していることに

％よ

か

り高

％へと低

なる。

ら 年をみると

い数値を示している

下しており，非組織

，全

の

体で

に対し

部門が雇

は

，

用

ただし

部門のそ

組織部門

示してい

部門より

特

れ

の

る

民

筆す

を

なか

（表

間部

べきことは，組織部

年代後半から上回っ

では，公共部門より

）。経済自由化が始

門のほうが雇用吸収

門の

たこ

も民

ま

に貢

うち

とで

間部

って

献し

，民間部門の雇用成

ある。 年代に限っ

門のほうがおおむね

からは，組織部門内

ていると考えられる

長

て

高

では

。

率が公

みても

い数値

，公

経済自

共

，

を

共

由

表４　雇用成長率�
（％） 

雇用全体 
の成長率 

組織部門における雇用成長率 

公共部門 民間部門 全　　体 

（出所）Govt. of India, Economic Survey 1998-99, p.147.

1972-73～77-78 
1977-78～83 
1983～87-88 
1987-88～93-94

2.75 
2.36 
1.77 
2.37

n.a. 
2.99 
2.17 
1.00

n.a. 
1.41 
0.43 
1.18

2.45 
2.48 
1.38 
1.05

表５　組織部門における雇用成長率�

公共部門 民間部門 組織部門全体 

（％） 

（出所）Govt. of Inida, Economic Survey 1999-2000, p.168.

1.52 
0.80 
0.60 
0.62 
0.11 
－0.19 
0.67 
－0.09

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998

1.24 
2.21 
0.06 
1.01 
1.63 
5.62 
2.04 
1.72

1.44 
1.21 
0.44 
0.73 
0.55 
1.51 
1.09 
0.46



化により

野を解放

，公共部門の民営

した結果であろう

化と，こ

との推測

第 章 インドにおける経済自由化

れまで民間部門の参

が許されるだろう。

と労働法の

入を認め

しかし，

諸問題

なかった分

組織部門に

おける公

今のとこ

．労

共

ろ

働

部門の就業者が

大きな変化はな

諸法の分類と適

次に，

うになっ

インドにおいては

ているかを整理し

占める割

い。

用範囲

合は ％前後であり

どのよう

よう。な

な労働法があり，そ

お，労使関係にかか

，経済自由化以後も

の適用範

わる集団

囲はどのよ

的労働諸法

について

法を扱う

労

まず，

は

。

働

雇

第 節において

者保護にかかわ

用前の労働者を

同法は，

（

公共部門の全事業

触れ，こ

る法律群

対象とす

こで

る

はそれ以外の労

（求，職業紹介

所と 人以上を雇用する民間

働者保護

人強制公

に

告）

かかわる

（法

）

の事業所

）がある。

（農業を除

く）に，

る。ただ

よる就職

人と ％

採用が一

欠

し

率

に

般

員が生じた場合

，職業紹介所を

は， 年をみ

満たない数字と

的であり，さら

節でみる

次に，

請負人を通じての

雇用後の労働者を

に指定の

通じて雇

ると求職

なってい

に，鉱業

職

用す

数が
（る

や建

業紹介所に届け

ることは義務で

約 万人に対
）。新聞広告な

設業などの特定

（請雇用

対象とす

負労働）が用いられ

る法は多数あるが，

るよう義

はなく，

し，就職

どによる

の業種，

務づ

こ

数は

採用

職

けてい

の制度に

約 万

や縁故

種には次

ている。

大きく分けて，労働

時間や職

前者に

であり，

（

），

場

つ

そ

）

鉱山

の安全衛生を定

いては，一般法

のほか産業ご

），プ

（法

める法律

というべ

とに，港

ランテー

）

群と

きも

湾労

ショ

，勤

，賃金にかかわ

（のは工場法

（規制）働者

（ン労働法

労ジャーナリ

る法律群

（法

スト法

が

（

ある。

）



），ビー

），モーター運送

ディー・タバコ労

労働者

働者（雇

（法

用条件） （法

定めるの

ね，労働

暇，違反

と，動力

（

は

者

に

使

，対

の健

対す

用の

工場が適

賃金に

用対象

かかわ

）

象となる労働の性格

康や安全，福利厚生

る罰則，調査官の立

場合には 人以上，

に

のた

入

使用

応じ

めの

権限

しな

となる。

る主な法は，賃金支払 （法

），などがある。こ

て異なっているもの

施設の設置，労働時

などである。工場法

い場合には 人以上

れら

の，

間

を例

を

の法

おお

，有給

にと

雇用す

が

む

休

る

る

），

最低賃金

ある。賃

ーナスの

て賃金生

法

金

支

活

（

）

支払

払い

者を

は，当初

増え，建

は工場

設，プ

（，男女同一賃金法

法とボーナス支払法

をそれぞれ保障し，

搾取から守ることを

や鉄道労働者の低所

ランテーション，鉱

は，

恣意

目的

），

定期

的な

とし

得者層の

山，油田

（ボーナス支払法

的かつ迅速な賃金の

罰金や賃金控除を禁

ている。賃金支払法

みだったが，適用産

，港湾の低所得労働

支

止

の

）など

払い，

し，も

適用範

業も徐々

者にも適

で

ボ

っ

囲

に

用

されるに

用工場す

最低賃金

あり，そ

挙された

い

べ

法

の

産

たっ

てと

は労

適用

業に

地域別に

年ごと

，成人

になさ

ており，ボーナス支

会計年度中 人以上

働者が生活を営むの

範囲は 人以上を雇

従事する者であり，

払法

を雇

に必

用す

農業

につ

用し

要な

るす

も含

，未成年者，児童，

れる。

徒弟ごと

いては，基本的には

ていたすべての事業

最低限の賃金を保障

べての事業所と同法

まれる。最低賃金は

工

所

す

の

，

場法の

である

るもの

付表に

業種別

に決められており，この改訂

適

。

で

列

，

は

社

この分

業員準

会

野

），

備基

保障

に属

従業

金法

にかかわる法律群

する法としては，労

（員国家保険法

（

働者補償 （法

），従



（

）， （母性給付法

）な
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）

どがある。

と労働法の

，退職一

諸問題

時金支払法

労働災

る事業所

務・管理

る。同法

く，疾病

害

で

職

が

給

に対する補償を

は 人以上，使

・軍人と臨時雇

死亡と障害のみ

付，医療給付な

適用範囲

る。従業

は，原則として，

員準備基金法は，

定める労

用しない

用を除く

を補償の

どを定め

働者

とこ

鉄道

対

る従

補償法の適用範

ろでは 人以上

，工場，鉱山の

象としていたた

業員国家保険法

動力を使

退職準備

用し， 人以上を

金，家族年金などを

囲は，動

の事業所

全労働者

め，これ

が制定さ

力

で

に

を補

れ

を使用す

あり，事

適用され

完すべ

た。その

雇用する

含んでお

事業所であ

り，労働者

の退職後

上を雇用

イ

また，

の

す

ン

イ

生活保障を目的

る工場および企

ド特有の法律群

ンドに顕著な前

法がある

際移民労

。 （規制請負労働

働 （者法

としてい

業である

近代的な

る。

。

慣行

その適用範囲は

と貧困との関連

） （法 （

，原則と

で制定さ

し

れ

て 人以

た一連の

）

），債務

），州

労働 （廃制度

止）（法

制）（法

らの法の

つまり

の対象範

適

，

囲

（

用範囲はその性

労働者保護，社

は，主に組織部

者に適用

法律群で

される可能性があ

ある。

（

格上組織

会保障を

門の労働

部門

意図

者を

） ），児

）

の労働者に限ら

する社会立法は

対象としており

るものは最低賃金法と，イン

（禁童労働

）などで

れない。

多数ある

，非組織

止

ある

も

部

および規

。これ

のの，そ

門の労働

ド特有の問題を扱う

．小

組織部

いること

門

に

括

と非組織部門に

関連して，法制

つき，前

度上の特

者の

徴

就業者全体に占

を二つあげるこ

める割合

とができ

が

る。

減少して

もちろ



ん，組織

上生まれ

部門，

てきた

非組織部門という区

慣用的な区分である

分は法制

と思われ

度上のものではなく

，この区分に基づい

，統計収

て記述す

集

る

ことは法

れるだろ

第 に

設の設置

法や，各

的

う

，

，

種

に正

。

組織

年次

の拠

ケースが

ないケー

多いの

スが多

確なものではないが

部門の事業者は，労

報告など諸般の義務

出金を使用者に課す

，一

働条

を定

社会

般的

件や

める

保障

に対して，非組織部

い。

門はその

にいって次のような

調査官による調査，

基本的な労働者保護

にかかわる法の適用

指

福

に

対

摘が許

利厚生

かかわ

象とな

ような法の適用対象となって

さ

施

る

る

い

第 に

税関連の

除規定を

て，非組

そこで

，

諸

定

織

使

労働

法は

めて

部門

用者

なく，日

分散させ

雇いと

る，と

諸法の適用と同じく

，組織部門か非組織

いるわけではないが

に属する事業者は物

側は，これらの法の

重要

部門

，一

品税

適用

な違

かと

般に

など

を逃

いうような形で臨時

いう手段をとろうと

労働者を

するイ

いが，税法上の問題

いう区分によって租

組織部門に属する事

を免除されるケース

れるために，正規の

で

税

業

が

従

ある。

義務や

者に比
（多い

業員で

雇う，あるいは会社

ンセンティブをもつ

をいくつ

と考えら

租

免

べ
）。

は

も

れ

る。

また，

する企業

い。この

いるため

組

が

点

，

織部

容易

，従

解雇

組織部門

説明され

の労働

ること

門の全体に占める割

に市場から退出でき

来から，組織部門で

や整理が困難であり

合が

る

は労

，市

減少

，と

働者

場か

市場の柔軟性を損な

が多く，したがって

い，雇用

この分野

していることが，組

いうことを意味する

が労働諸法によって

らの退出が難しく，

織

わけ

保

そ

部門に

では

護され

のこと

の成長を妨げる一因

の法改革論議も盛ん

である，

である。

属

な

て

が

と

た

だし，自

府の許可

する事業

のリスト

部門に属

主

を

所

ラ

す

退職

得る

であ

に困

る企

計画制度が利用され

よう義務づける労働

って，組織部門のす

難が伴うことは一般

業の市場からの退出

てお

争議

べて

的に

が，

り，

法の

に及

確か

他国

また解雇や整理をす

適用範囲は， 人

ぶわけではない。そ

な事実としても，イ

と比較してとりわけ

る

以上

こ

ン

難

際に州

を雇

で，企

ドの組

しいの

政

用

業

織

か



は，労働

州政府が

法制度だけをみる

解雇や整理の申請

かぎりそ

に対して
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れほど明らかなわけ

事実上ほとんど許可

と労働法の

ではない

を出さな

諸問題

。つまり，

かったり，

事業破綻

与えられ

ほうがよ

いずれ

依然とし

を

た

い

に

て

来した企業が国

裁量を行使する

だろう。

しても，本節で

大きく，経済自

非組織部

いること

門における主な問

が多いということ

営化され

政策レベ

の重要な

由化以後

るな

ルに

ポイ

，増

ど，法制度のみ

も大きな問題が

ントは，非組織

してさえいる，

題点は，

，第 に

第 に労働諸法の適

労働諸法が適用され

ならず，

あったと

部門の占

というこ

法

み

め

と

によって

ておいた

る割合が

である。

用範囲外

る場合で

におかれて

あっても，

事実上無

は，債務

ある。

非組織

対し，こ

視

労

部

の

されていること

働や児童労働，

門の就業者は，

部門における労

で次節お

る問題を

よび第 節で判例

みていくことにし

が少なく

請負労働

依然とし

働諸法の

な

など

て労

適用

いことである。

の慣行がまだ顕

働市場の 割以

問題の研究は，

にあらわ

よう。

れた労働法のインフ

第 に，

著にみら

上を占め

非常に乏

この

れ

て

し

領域で

ることで

いるのに

い。そこ

ォースメントにおけ

非組織

労

部

働法の実現過

門の就業者に適

法を除い

でさえ，

ては，わずかに最

そのインフォース

程にお

用される

ける

主な

問題点

法は，債務労働

低賃金法

メントは

があるだけである。

満足すべき水準から

や児童労働に関する

しかし，

はほど遠

これらの法

い状態にあ

るという

避，とい

。

っ

この点を，最低

た問題にかかわ

賃金，債

る判例を

務労

通じ

働，使用者側に

て本節でみてい

よる労働

くことに

法

し

の適用回

よう。



．最低賃金の遵守

年
（）

労働者に

際移民労

の
）は

か

働

アジ

，ア

かわ

者法

者の報告

ルピ

が明ら

ーであ

（ア大会事件

ジア大会に関連した

っている。最低賃金

などの諸労働法が遵

かにした。例えば，

ったが，実際には建

諸

法，

守さ

プロ

請負

れて

当時こ

設業者か

ジェクトの建設工事

（規制および禁労働

いないことを， 人

の業種に関する法定

ら仲介者に賃金が渡

に雇

止

の

われ

）法，

社会科

最低賃金

され，そ

た

州

学

は

の

仲介者が

そこで，

判事に手

腐敗など

を令状訴

関

紙

の

訟

ルピ

連法

を出

問題

の請

を被告と

被告側

する訴

は，第

ーを取得した後の

規の遵守を求めて，

した。この社会活動

につき積極的に取り

求とみなし，インド

ル

社会

団体

組ん

中央

ピー

活動

は，

でい

政府

訟が開始された。

に，原告の社会活動団体は

だけを請負労働者が

団体が最高裁判所の

債務労働，刑務所内

る市民団体であった

，デリー開発庁，デ

得

バ

暴

。

リ

ていた

グワテ

力，政

この手

ー市役

権利侵害を受けている当事者

。

ィ

治

紙

所

た

る労働者

べきと主

るのはイ

っている

件訴訟は

で

張

ン

建

維

はな

した

ド中

設業

持で

基本的人

を発動で

権違反

きない

いのだから，当事者

。第 に，仮に原告

央政府，デリー開発

者であり，したがっ

きず，訴えを却下す

が主張されていない
（はずだと主張した

適格

に当

庁，

て，

べき

をも

事者

デリ

この

であ

以上，最
）。

たず，したがって訴

適格があるとしても

ー市役所ではなく，

点からも被告当事者

ると主張した。また

高裁は憲法第 条の

え

，

労

を

，

を却下

被告と

働者を

誤った

第 に

令状管轄

す

な

雇

本

，

権

これに

告側の主

ように判

なる

対

張

示

公

種

して

をい

した

益訴

類の

最高裁は，本件は公

ずれも退けた。まず

。

訟は，……対審的な

訴訟である。……公

益に

，公

性格

益訴

かか

益訴

をも

訟は

わる訴訟であると位

訟というものの性格

つ通常の伝統的訴訟

通常の訴訟のように

置

に

と

個

づけ，

つき次

は全く

人の権

被

の

異

利



を他

つ擁

人に対して強制す

護することを意図

るために

するもの
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提起されるのではな

であり，公益訴訟

と労働法の

く，公益

が要求し

諸問題

を促進しか

ていること

は，

場に

に注

るこ

質的

貧

お

意

と

に

しく，無知なる

かれている多く

がはらわれず，

があってはなら

，社会の弱者層

利益

める

や特権の遵守を確

ための原告，国家

多くの人

の人々に

そのまま

ない，と

に対して

々，

対す

なん

いう

与え

あるいは社会的

る憲法上または

らの処置もとら

ことなのである

られた憲法上な

保し，彼

または公

らに （社会正義

的機関と裁判所の側

，経済的

法律上の

れないま

。……公

いし法律

に

権

ま

益

上

不利な立

利の侵害

におかれ

訴訟は本

の権利，

）

での協力

を享受せし

的あるいは

協働

社会

律上

をは

その上

的

・

の

ら

で

な努力なのであ

経済的に不利な

権利を確保する

わねばならない

，原告の当事者

的に不利

が被った

な立場にあること

違法ないし不法に

る。公益

立場にあ

ことにつ
（ ）。

適格につ

訴訟

る人

き，

き，

の被告とされる

々への基本的人

それを提起する

貧困，無能力

から裁判

対する司

所にアプローチする

法救済が求められて

国家や公

権，憲法

原告と同

または社

的

上

程

会的

機関は，

および法

度の関心

・経済

ことがで

おり，か

きない人々

つ裁判所が

これらの

場合には

手紙を令

本件がそ

の基本的

違

，

状

の

な

法や不法に対す

裁判所はすべて

請求として取り

ようなケースに

人間としての尊

知で文盲

ので，裁

の人間であり，彼

判所に対して司法

る注意を

の技術的

扱い，そ

ほかなら

厳ある生

喚起

な手

れに

ない

活が

する公衆からの

続原則を捨て去

基づき行為する

。権利が侵害さ

否定されている

らは貧困

上の救済

ゆえにあるいは社会

を求めることができ

手紙によ

り，司法

ことにな

れている

労働者は

り

の

る

と

貧

行動する

側でその

だろう。

され，そ

しく，無

的・経済

ない。こ

的に無力な

のような場

合には，

原告は有

次に被

務があり

また，

当

す

告

，

第

事者適格に関す

ると解すべきで

の当事者性につ

それゆえに当事

の被告側の主

る原則を

ある と

いて，政

者適格を

張につい

緩和

判示

府当

もつ

ては

し，令状訴訟に

した。

局は業者に労働

とした。

，最低賃金法の

関する当

諸法を遵

法定賃金

事

守

を

者適格を

させる義

下回る賃



金しか支

なり，し

払わな

たがっ

い，という行為自体

て基本的人権の侵害

が憲法第

となると

条の強制労働にあ

解釈した。

たることに

このよ

うな決定

調査し，

事の手続

めに 人

う

を

そ

を

の

にい

行っ

れが

開始

オン

命じうる

介業者を

こと，

認めな

ずれの論点もクリア

た。第 に，労働者

支払われていない場

すること，第 に，

ブズマンを任命し，

し，

が最

合に

その

その

原告

低賃

は，

他の

報告

第 に，一般に政府

いことを含む労働諸

機関が業

法の厳格

の主張を認め，最高

金を支払われている

建設業者に対し民事

労働法違反の有無を

に基づき裁判所は必

裁

か

あ

調

要

は次の

どうか

るいは

査する

な措置

者と契約を締結する

な遵守を条件とし，

際には，

かつそれ

よ

を

刑

た

を

仲

が

遵守され

．債

非組織

て

務

部

いる

労働

門に

も具体例

債務労

をみる

働制度

かどうかにつき十分

制

おいて重要な法に，

注意

債務

をは

労働

ことにしよう。

（禁止）法は， 年に制定

らうこと。

制にかかわるものがある。こ

された。債務労働とは，前貸

れ

し

による強

金よりは

されるま

く，親の

の問題と

制

る

で

債

も

労働

かに

働か

務を

関連

度にほか

はできず

ならな

，ひい

制度であり，まった

低い水準の賃金で長

されるが，利息が高

子供が引き継いで働

する。この連鎖が何

い。移動の自由を失

ては人間の尊厳を失

くの

期間

いの

かさ

世代

無償

働か

で，

れる

にも

い，労働

うことに

か，あったとしても

されることになる。

債務が弁済されるこ

ことも少なくない点

つながってきたのが

力をもはや市場価格

なるが，各地でかか

法

債

と

，

債

定最低

務が返

はまず

児童労

務労働

で売るこ

る慣行が

賃

済

な

働

制

と

残

っている

同法は

契約の締

よう国家

たんは債

と

，

結

に

務

いう

債務

を禁

命じ

労働

（ ）。

労働者を解放し，彼

止し，解放された債

ている。すべての債

から解放されるもの

らの

務労

務労

の，

債務

働者

働の

すぐ

を帳消しにし，新し

に経済的なリハビリ

慣行や契約は無効と

に債務をおって，強

い

を

さ

制

債務労

提供す

れ，い

労働さ

働

る

っ

せ



られるケ

を促進し

ースも多く，また

ているが，効果は

債務労働

まだ少な
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者が経済的に自立す

いという。

と労働法の

るための

諸問題

プログラム

（ ）債務労

ハリヤナ

施が求め

原告は

ハリヤナ

働

州

ら

，

州

（解放戦線事件

の採石場におけ

れた事件である

インドにおける

の数カ所の採石

つ悲惨な

ったのか

状況下で働かされ

を引用しよう。

る債務労

。

債務労働

場を調査

働者

者の

した

について，関係

解放運動を行っ

結果，多数の労

ていることを発見した。まず

憲法・法

ている団

働者が，

）

律

体

非

では，

規定の実

であり，

人間的か

，どのような状況だ

が起

れて

けて

魃地

鉱

き

い

い

帯

山労働，発破作

ており，石屑に

る。労働者は治

ない。鉱山法違

からの移住者で

冬の

飲料

風雨・夏の酷暑を

水は雨期に溜まっ

業，砕石

よる汚染

療を与え

反の立件

ある。採

中の

のた

られ

も皆

石場

事故により致命

め結核が蔓延し

ず，傷害・死亡

無である。労働

においては何ら

防ぐ草葺

た溝の泥

き屋根すらない。衣

水を用い，通学施設

的で重大

，多くの

について

者の ％

の居住施

な

生

も

は

設

傷害事件

命が失わ

補償を受

他州の旱

もなく，

服も不十

・児童擁

分であり，

護施設もな

い。

の姿

の賃

いる

原告は

こ

を

金
（。

，

れら何千人もの

示している。ま

の ％を不正な
）

憲法および関係

高裁は，

員に任命

これを令状請求訴

した。その報告書

母なるイ

たこれら

手数料と

法の適正

ンド

の搾

して

な実

の息子や娘達は

取の頂点に，仲

搾り取る，テー

施を求めて令状

訟と認め

が裁判所

， 名の弁護士を現

に提出された。第

地に呪

介業者が

ケダル制

の発給を

わ

貧

が

求

れた者

しい坑夫

存在して

めた。最

地調査を

回の審理

行う特別委

では，反論

の機会を

ことを指

専門家に

認した。

法解釈

与

示

委

上

えるため，鉱山

し，さらに，採

託した。これら

の第 の論点は

借地人と

石場の一

の報告書

，被告の

採石

般的

は訴

当事

業者宛てにこの

状態等に関する

えの内容が概ね

者適格である。

報告書の

社会・法

事実であ

本件では

写

学

る

，

しを送る

的調査を

ことを確

アジア大



会事件と

係をもっ

異なり

ていな

，被告たる中央，州

かった。第 の論点

政府は，

は，基

ともに石材業者とな

本権侵害が主張され

んら契約

ていない

関

の

で，本件

の論点は

問を受け

最高裁

州双方の

令

，

て

は

当

状訴

最高

いな

，第

事者

すなわち

訴訟を定

基本権

める憲

訟は維持できない，

裁には特別委員の任

いため証拠法上無価

，第 の論点につ

適格の根拠を，政府

とい

命権

値で

いて

の基

う被

がな

ある

は，

本的

侵害であると解釈し

法第 条には 適切

た。また

な手続

告側の予備的反論で

く，特別委員の報告

，という被告側の主

アジア大会事件と同

責務に求め，債務労

あ

書

張で

様

働

る。第

も反対

ある

，中央

法違反

，第 の論点につい

とあるだけであり，

ては，令

もし最

尋

。

・

が

状

高

裁が受動

出しない

層にとっ

者層に変

員を任命

的

か

て

わ

す

立場

らと

，基

って

ると

出した報

拠となる

告書は
（ ） と

を堅持し，その介入

いう理由で，事件に

本権は絵に描いた餅

基本権違反の不満に

いう慣行を裁判所は

を求

介入

とな

関す

作り

める

しな

って

る事

出し

その集めた事実とデ

判示した。

ータに

当事者が裁判所に関

いならば，貧乏人や

しまう。だからこそ

実やデータを収集す

たのである。そのよ

連

社

，

る

う

事実を

会の弱

社会の

ための

な者が

（ついての一応の

提

者

弱

委

提

）証

その上

となど，

しかし

ていない

に，法定

で

中

後

こ

侮

，労

央，

に，

とが

辱罪

員会が調

を報告し

査を行

た。被

働諸法の違反のない

州政府に対して計

中央政府，ハリヤナ

判明した。そこで

が同じ原告からハリ

よう

の指

州政

年

ヤナ

確保

令を

府は

に，

州を

い， 年当時からほ

告州政府に法定侮辱

とんどな

罪を適用

すること，衛生施設
（ ）出した 。

ほとんど最高裁の指

判決に従っていない

相手に提起され，設

を

令

こ

置

設ける

を実施

とを理

された

にも状況が変わって

せよとの主張は退け

いないこ

たものの

こ

し

由

委

と

，

裁判所は

しかし

債務労働

州政府に

再

，

の

最

び関

やは

解消

高裁

係法令の遵守を指示

り状況は変わらず，

）

に向けて十分な努力

が示した指令を迅速

する

同
（ ）

を行

に遵

指令

種の

で，最

って

守す

（ ）を与えた 。

（ 年の事件

高裁は，またしても

いないこと，それゆ

るよう求めねばなら

関係

え，

な

機関

すべて

かった

が

の

。



．労働者の隷属的な地
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位

と労働法の諸問題

次に，

とするか

年

ける児童

経

，

の

労

営側がいかに工

具体例をあげて

働とビーディー

る労働組

く，家で

合が提起した訴え

ビーディーを巻くよ

場法など

みよう。

・タバコ

である。

う経営者

基本

労働

的な労働者保護

（ ）事件 は

（雇用条件）法

本件では，女性と

に指示されており

法の適用

ビーディ

の適用に

児童とが

，工場法そ

を

ー工

関し

免れよう

場にお

て，あ

工場ではな

の他の社会

立法の定

定められ

これに

行ってい

る，と判

め

た

対

る

示

る福利から除外

諸々の義務を免

して，最高裁は

場合でも，その

し，中央政府，

適切に実

措置が政

施していないと指

府によりとられる

されてい

れ，費用

，ビーデ

ような労

州政府と

た。

を削

ィー

働者

もに

そうすることで

減することがで

を巻く工程を工

に法の利益を利

現実の労働者へ

摘した。

べき，と

このような欠点をた

判示した。

，経営側は

きるから

場ではな

用可能と

利益をも

法

で

く

す

た

によって

ある。

，自宅で

べきであ

らす法を

だすべくなんらかの

．小

最低賃

どのくら

金

い

括

法がどの程度遵

いるのか，とい

山の一角

は，自ら

にすぎない，との

の利益を立法，行

守されて

う統計は

いる

ない

のか，あるいは

。しかし，判例

指摘もあ

政，司法

る。このように搾

のいずれの政府部門

債務労働

に現われ

者

た

が現実に

事例は氷

取されて

にも自ら

いる労働者

の力で訴え

ることが

て社会活

者解放戦

なお，

訴訟）と

で

動

線

ア

呼

きないような社

団体は訴訟をそ

事件の経緯から

ジア大会事件と

ばれる一連の判

会条件に

の後も数

もうかが

債務労働

例群のリ

ある

多く

える

者解

ーデ

。最低賃金法違

提起している

ように事態の改

放戦線事件は，

ィング・ケース

反や債務
（ものの

善は容易

公益訴訟

であって

労
），債

で

（

，

働に関し

務労働

はない。

社会活動

インドに



おいて今

である。

なお展

したが

開しつつある世界的

って，非常に興味深

にもまれ

い法的な

な司法積極主義の先

論点が含まれている

駆的な事

が，その

例

よ

うな法技

より一応

なりの部

えの弱点

紛争解決

術

の

分

も

と

的な

法的

を捨

ある

いう

制執行に

実効性が

馴染ま

どうし

論点を詳細に論じる

な整合性はつけたも

て去り，弱者救済，

。債務労働者解放戦

司法本来の役割を踏

には

のの

社会

線事

み越

及ぶ

，基

正義

件に

えた

なかったり，権力分

ても曖昧なものとな

立の問題

ってしま

まい。最高裁は，大

本的には，法技術的

の完遂を目指してい

みられるように，二

審理とならざるをえ

胆

な

る

当

な

な解釈

原則を

。それ

事者間

い点，

が生じたりして，判

うのである。

決・決定

に

か

ゆ

の

強

の

次に雇

雇

用

用関

形態

にしよ

）

う。雇用

など，労

係における問題

につき，インドのか

点

かえてい

関係においては，

働を募集する制度に

仲介人

顕著な

る問題を判例を通じてみるこ

（ ）や請負労

中間搾取の問題や，

働（

児童労働

と

と

いった問

．請

まず，

題

負

請

があ

労働

負労

請負労

された。

働（規制

ここでい

る。

働を取り上げよう。これにつ

および廃止）法は，中

う請負労働とは，典

間搾取

型的なも

いては中間搾取の問題がある

を防止するために

のとしては，事業者

年に制

が直接労

。

定

働

者と雇用

働者を集

同法は

録を義務

る場合に

契

め

，

づ

は

約を

，労

人

け，

，政

結ぶのではなく，請負

働力を事業者に提供

以上の請負労働者を

請負人については

府の許可を得ること

人

する

雇用

人以

を

と呼

，と

する

上の

義務

ばれる者と契約をし

いう形態をとるもの

事業所については登

請負労働者の労働供

づけている。中央お

，請

で

録

給

よび

負人が
（ある

官への

を斡旋

州政

労
）。

登

す

府



は，事業

できる。

所の労働条件など

禁止とはならない

を勘案し

場合には

第 章 インドにおける経済自由化

た上で，請負労働の

，請負契約を通じた

と労働法の

禁止を命

雇用によ

諸問題

じることが

り労働者が

搾取され

いる。

年

う。上告

よび送電

な

の

人

の

いよう，請負労

たるグジャラー

ための火力発電

ざまな請

たる労働

負人によって仲介

組合は，請負人が

働者の雇

ト電気委

所を経営

用条

員会

して

件などを規定し

は公共部門の事

いた。上告人は

された労

法に違反

働者を約 人かか

して請負労働者から

，その保

事件

業者であ

正職員の

護

（

り

他

に努めて

）をみよ

，発電お

に，さま

えていた

搾取して

。被上告人

いるとして

当該電気

で，いく

ず，産業

員と認め

ものが本

委

つ

審

，

件

員会と交渉をは

かの争議が自主

判所に持ち込ま

高裁も審判所の

である。

最高裁

とに困惑

は，公共部門の事

しつつ，次のよう

じめた。

的に解決

れた。産

決定を支

電気

さ

業審

持し

委員会，請負人

れたが，いくつ

判所は請負労働

た。それゆえ，

業者でさ

に判示し

えも，請負労働者を

た。 正規の従業員

，請負労

かの問題

者たちを

事業者側

働

は解

正

が

者，の間

決され

規の従業

上訴した

使いつづ

を雇用せ

けているこ

ずに，請負

労働契約

それが不

国全体に

雇用や人

中心でな

を

当

と

々

け

むすぶ唯一の目

労働行為である

っても経済的に

の稼ぎという点

ればならない。

すという

政府の政

必要性に反し，ま

策にも矛盾する。

的は支出

という事

も近視的

のみから

当該事業

を抑

実は

かつ

測る

者に

えることによる

別にして，当該

不健全な施策で

ことはできない

よって採用され

た失業者

これは，

に仕事を与えるため

我々の憲法の

金銭的利

事業者に

ある。経

。人間こ

た態度は

益

と

済

そ

失

にある。

っても，

発展は，

が発展の

業を減ら

に宣言された時々の

条に含

まれた国

本件に

の禁止を

請負労働

する権限

家

は

命

者

が

政策の指導原則

多くの論点が含

じた場合には，労

を正規の従業員

あるか，第 に

（の意図

まれてい

働者の地

であると

，事業者が

た。

位

する

請

）に反してい

第 に，担当の

はどうなるか，第

裁定を求めて提

負労働者を使用

（ ）る。

政府機関

に，産

起された

している

が

業審

紛

のに

請負労働

判官は，

争を審判

登録せ



ず，請負

最高裁

人が許可

は，第

を得ていない場合の

の点につき法は沈

法的効

黙してお

果はどうか，といった

り，これは同法の大

点である

きな欠点

。

で

あるとし

者を正規

むよう，

（ ）の

必要な救

て

の

中

も

済

，担

従業

央政

ので

を与

反によっ

に違反に

て，請負

対する

当の政府機関が請負

員とするか否かにつ

府に同法の改正を

ある場合には，産業審

えることができると

労働

き，

勧

判

した

の禁

産業

告し

官に

。第

労働者が正規の職員

罰則が事業者および

になる

請負人に

止を命じた場合には

審判官に付託する規

た。第 に，請負

は紛争を審理する権

の点については，そ

，

定

契約

限が

の

請負労

を組み

が仮

あり

ような

という効果は直接に

適用可能となる，と

は生ぜず

判示した

働

込

装

，

違

，単

。

．児

そのほ

である。

童

か

児

労働

の雇

童労

年

従事する

児童労

ことを

用関係において重要

働について，具体例

な問

をみ

題は

よう

（禁止および規制）働

禁止する。同法によ

法は，

る児童と

，女性の労働と児童
（ ）。

労働の問

児童が危険な職業お

は 歳以下のもので

よび工程

ある。

題

に

児童労

ロザバー

ミル・ナ

ス近郊の

年

働

ド

ド

絨

の

は，

のガ

ゥ州

毯織

場におけ

の登

る児童

録された

世界でもインドが最

ラス製造業，西ベン

シバカシのマッチ製

物業などに顕著であ

もそ

ガル

造業

ると

の人

やラ

，

いう

労働問題である。タ

マッチ工場があり，

ミル・

約 万

口が多いといわれ，

ジャスタン州の宝石

州のスレート製造

。
（ ）事件 は，マッ

研

業，

チ・

州フ

磨業，

ベナ

花火

ナドゥ州のシバカシ

人を雇用してい

地区では

たが，そ

ィ

タ

レ

工

，

の

うち

されてい

事故が起

あり，最

理由に令

人

た

こ

低

状

が児

とい

って

賃金

訴訟

童であった。 歳半

う。マッチ・花火製

いた。原告は環境問

法違反，憲法第 条

を最高裁に提起した

から

造工

題に

（工
（ ）

歳

程に

おい

場等

。

までの子供が， 日

危険は不可避であり

て名高い社会活動家

における児童雇用の禁

，

の

止

時間働

毎年致

弁護士

）違反

か

死

で

を



最高裁

と第 条

は，児童について

の精神に鑑みて，

規定した

児童をマ

第 章 インドにおける経済自由化

国家政策の指導原

ッチの製造工程から

と労働法の

則である

分離し，

諸問題

第 条 号

製造工程が

行われて

指摘した

を児童に

れた娯楽

令し，州

い

。

支

施

の

る場所から離れ

また，その際に

払うこと，児童

設と医務室を提

指令遵守状況を

年

かかわら

の

ず，憲法第 条の

た場所で

は，成人

用特別施

供するこ

監視する

包装

労働

設を

と，

ため

作業のみを行わ

者の法定最低賃

設けること，

強制保険を設け

に委員会の設置
（

規定に反

事件

して依然として児童

せること

金の少な

年工場

ることな

を命じた
）

は

く

法

ど

。

できると

とも ％

に規定さ

を州に指

は，上述

が危険な

の決定にも

工程に従事

している

開始した

用者は

ファンド

との見解

こ

。

万

（

を

とが判明したた

最高裁は，児童

ルピーを支払う

示し，被告であ

．小 括

め，最高

労働法に

べきであ

る州に

裁が

違反

り，

項目

（職権により

して雇用された

そのお金は，児

）

に及ぶ指令を発

）

児童 人

童労働リ

に預ける

した。

訴訟

ひ

ハ

べき

手続を

とりに使

ビリ福祉

である，

近代的

斡旋や仲

人が請負

っておら

な

介

労

ず

労働関係では，

行為には厳格な

働者に対して、

，そこで，労働

請負人に

児童労

も課すべきだ，と

働の問題は，初等

中間搾取

規制がお

賃金の支

者保護に

いう意見

教育の問

は排

かれ

払い

関す

除されねばなら

ている。この点

のほかは，ほと

る法や社会保障

があ （ ）る 。

題とも深くかかわ

ず，一般

，インド

んどなん

に関する

っている

に

で

ら

法

，職業の

は，請負

責任を負

の義務を

。最高裁は

年に

児童労働

と，学校

最高裁

教

政

の

の

育を受ける権利

策を公表し，ま

設立などに力を

判示からもわか

を基本権

た 年に

）

入れてい

るように

であ

は国

を

る。

，法

ると判示して

家児童労働撲滅

設置するなどし

は，危険な職業

（ ）いる 。

委員会

て，児童

および工

政府

（

労働

程

も国家

の廃止

に児童が



従事する

事するこ

ことを

とを認

禁じているが，それ

めるものである。児

はすなわ

童労働に

ち，それ以外の職業

関する統計をみると

や工程に

，民間機

従

関

の推計に

債務労働

府の統計

れた国民

れた国民

よ

解

に

標

標

ると

放戦

よる

本調

本調

， 万人から 億

線は 年時点では

とかなりこれより少

査によれば約 万

査によれば減少傾向

人以

ない

人と

にあ

上と

万人

数字

推計

ると

いうものまでまちま

と見積もっている

が出ている。

されているが，
（ ）いう 。

ち
（ ）。

であり

一方

年に行

年に行

，

政

わ

わ

インド

績工場に

し，

労

の

お

年

使関

労働

ける

から

の中央組

インドに

織であ

おいて

係の動き

組合運動は 世紀以

賃金カット反対スト

年にかけて多くの

る全インド労働組合

は，左翼政党を含む

上の

ラ

組合

歴史

イキ

が各

会議（

政党活動

をもつ。その運動は

以来，綿紡績工業を

地に結成され， 年

）が結成された

の自由，結社の自由

中心

に

年の

に展

は初め

。独立後

，言論の

紡

開

て

も

自

由が保障

置を占め

な特徴を

うな点が

さ

て

も

問

れ，

きた

って

題と

．労使関係

労働運動は政治活動

。もちろん歴史的な

いる。以下，労使関

され議論されている

や大

諸条

係に

か，

衆運

件に

つき

検討

の特徴

動と密接に結びつい

より，インドの労働

，経済自由化との関

しよう。

て

運

係

大きな

動は特

でどの

位

異

よ

労働組

働組合法

察しよう

年

ているも

合

に

。

時

の

数や

基づ

点で

は

組合員数について正

いて登録されたもの

は登録組合数は 万

組合である。同年

確な

につ

にお

統計

いて

あり

ける

をうることは困難で

労働省の資料により

，そのうち年次報告

年次報告書を提出し

あ

（

書

て

るが，

表

を提出

いる組

労

）観

し

合
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表６　登録組合と組合員数�

登録組合の 
数３） 

報告書を提 
出している 
組合の数 

報告書提出 
組合の登録 
組合に占め 
る割合（％） 

報告書を提出し 
ている組合に所 
属している組合 
員数（1,000人） 

報告書を提出 
している組合 
の平均組合員 
数（人） 

　（注）１）労働組合法によると，組合として登録することは義務ではない。 
　　　　２）諸般の事情により，年により含まれていない州や直轄地がある。 
　　　　３）推定値。 
（出所）Govt. of India, Ministry of Labour, Indian Labour Year book 1995, pp.63-64ほか， 
　　　　various issues より作成。 

2,766 
6,029 
10,811 
13,248 
20,879 
29,438 
36,507 
45,067 
52,016 
53,535 
55,680

1947-48 
1953-54 
1959-60 
1965 
1970 
1975 
1980 
1985 
1990 
1991 
1992

1,620 
3,295 
6,558 
6,932 
8,537 
10,324 
4,332 
7,815 
8,828 
8,418 
9,165

58.6 
54.7 
60.7 
52.3 
40.9 
35.1 
11.9 
17.3 
17.0 
15.7 
16.5

1,663 
2,112 
3,923 
3,788 
5,120 
6,550 
3,727 
6,433 
7,019 
6,100 
5,746

1,026.5 
641.0 
598.2 
546.5 
599.7 
634.4 
860.3 
823.2 
795.1 
724.6 
627.0 

 

0.0
1947

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
報告書提出率（％） 

登録組合数（1,000組合） 

60.0

70.0
図１　登録組合数と報告書提出率�

49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91
年度 

（出所）表６と同じ。筆者作成。 



0
1951

500

1,000

1,500

2,000

2,500
争議件数 

参加労働者数（１件当たり） 

損失人日数 
（１件当たり、 
単位10人日） 

3,000

3,500

4,000
図２　労働争議件数とその規模�

53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95
年度 

（出所）Govt. of India, Ministry of Labour, Indian Labour Year book 1995, p.79ほか 
　　　　various issuesから作成。 

表７　労働争議件数（ストライキ，ロックアウト別）�

損失人日数 
（100万人） 

ストライキ 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998

（出所）Govt. of India, Ministry of Labour, Indian Labour Year book 1995, p.79および 
　　　　Govt. of India, Economic Survey 1999-2000, p128から作成。 

18.8 
14.0 
12.5 
10.7 
10.6 
12.4 
15.1 
5.6 
6.7 
5.7 
7.8 
6.3 
9.4

件　数 損失人日数 
（100万人） 

ロックアウト 

件　数 損失人日数 
（100万人） 

合　計 

件　数 

1,458 
1,348 
1,304 
1,397 
1,459 
1,278 
1,011 
914 
808 
732 
763 
793 
665

434 
451 
441 
389 
366 
532 
703 
479 
393 
334 
403 
512 
432

13.9 
21.3 
21.4 
22.0 
13.4 
14.0 
16.1 
14.7 
14.3 
10.6 
12.5 
10.7 
12.7

1,892 
1,799 
1,745 
1,786 
1,825 
1,810 
1,714 
1,393 
1,201 
1,066 
1,166 
1,305 
1,097

32.7 
35.3 
33.9 
32.7 
24.0 
26.4 
31.2 
20.3 
21.0 
16.3 
20.3 
17.0 
22.1
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の平均組

な組合で

合

あ

員数は約 名と

ると考えられる

る組合員

うち，約

数は，約 万

％を占めている

なり，報

。年次報

人であり

。

告

告書

書を提出してい

を提出している

，同年の組織部門

る組合は

組合に組

の労働者

比較

織

的大き

されてい

約 万の

登録組

（図と

移してい

なってい

労使紛

合

）

る

る

争

のなかで年次報
（ ）， 年代に

。報告書を提出

，と考えられる

についてみると

告を提出

大きく低

できない

。

（図 ），

して

下

よう

争

いる組合の占め

し， 年代以降

な財政力の弱い

議件数は 年

る割合の

は

小規模な

代後半を

変

％の

組

ピー

化をみる

間で推

合が多く

クに減

表８　理由別の損失人日数による分類�
（％） 

賃　　　金 
ボ ー ナ ス 
人　　　事 
解　　　雇 
休暇，労働時間 
一 時 解 雇 
無　規　律 
暴　　　動 
組合間抗争 
ゲ　ラ　オ 
労働法，労使協定などの不遵守 
要　求　書 
仕　事　量 
余剰労働力            
職場環境の改善            
工程の変更や停止            
就 業 規 則 
そ　の　他          
不　　　明          

　（注）＠は0.05%未満。 
（出所）Govt. of India, Ministry of Labour,Review of Industrial Disputes in India During 
　　　　1994 &  1995, pp.69-70.              
 

19951994

26.6 
4.4 
7.9 
0.1 
0.3 
@ 
29.7 
1.7 
2.1 
@ 
7.1 
11.4 
2.1 
0 
0.2 
0 
1.1 
3.7 
1.6

17.4 
4.7 
5.8 
0.1 
0.4 
0.4 
36.7 
1.8 
2.6 
@ 
10.2 
3.4 
0.6 
0.3 
0.1 
0.1 
3.9 
10.8 
0.7



少傾向に

準で推移

とを示し

ただし

ってきて

あ

し

て

，

い

るが

てい

いる

（る

割合が高

年

まって

および

，争議 件当たりの

る。これは 件当た

，と考えられる。

年代に入ってから争

表 ）。注意すべきは

いることであり，経

年をみると，損失

損失

りの

議総

，

人日

争議

数，

スト

営側が強

人日数が

数をみると， 年代

が大規模化・長期化

損失人日総数はとも

ライキに比べ，ロッ

気に出ていると予想

多いのは，賃金，無

以

し

に

クア

後，高

ている

少なく

ウト

される。

規律，労

水

こ

な

の

働

法の不十

業と鉱業

ドゥ，マ

紛争の

が，およ

分

で

ハ

終

そ

な遵

大部

ラシ

結方

％

守などの理由による

分を占め，州別では

ュトラ，ケララ，西

法をみると， 年

を占めており，他方

紛

，ア

ベン

およ

，労

争で

ンド

ガル

び

使間

（表 ）ある 。産業別

ラ・プラデッシュ，

の各州において多い

年では，政府の介入

による自主的な解決

では

タ

。

に

が

，製

ミル・

よるも

約 ％

造

ナ

の

と

表９　終結方法による分類�

1994

件数 ％ 

1995

件数 ％ 

政府介入（government intervention）  
　　　　調停（mediation and conciliation）  
　　　　審決（adjudication） 

　（注）「自主的な操業再開」とは，被用者が無条件に職務に戻ること，雇用者が無条 

　　　　件にロックアウトを解除すること。 

（出所）Govt. of India, Ministry of Labour, Review of Industrial Disputes in India During 

　　　　1994 &  1995, p.77.

322　 
294 
28

29.7　 
27.1 
2.6

264　 
264 
0

29.2　 
29.2 
0.0

相互解決（mutual settlement）   
　　　　直接交渉（direct negotiation）  
　　　　第三者 
　　　　仲裁（arbitration） 

237　 
237 
0 
0

21.8　 
21.8 
0.0 
0.0

174　 
172 
0 
2

19.3　 
19.0 
0.0 
0.2

その他 
不　明 

29　 
140　 

2.7　 
12.9　 

25　 
82　 

2.8　 
9.1　 

合　計 1,085 100.0 903 100.0

自主的な操業再開（voluntary resumption） 
　　　　被用者による 
　　　　雇用者による 

357　 
209 
148

32.9　 
19.3 
13.6

358　 
221 
137

39.6　 
24.5 
15.2



なっている（表 ）。
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．労

組合へ

いが，組

働組合の

使

組

織

政

関係・労働法の

織された労働者

部門に属する就

治的なプレゼン

た。なぜ

後は政党

なら，労働組合の

と結びついて展開

問題点

数は，就

業者を母

スはこの

活動は，

してきた

業者

数と

よ

全体を母数に

すると ％

うな数字に比べ

植民地時代に独立運

からである

とると ％

となる。

て大きい

動と結び

にも

し

もの

満たな

かし，労

であっ

つき，独立

労使間

），

）

れも制定

と関連し

の

工業

）

か

て

関係の基礎をな

（就業規則雇用

，労働争議法

ら半世紀以上を

，多くの問題点

第 ，

しかも一

インドの労働組合

つの工場・企業に

している

） （法

（

過ぎてお

が指摘さ

法が

り，

れて

，労働組合法

インドにおける
（ ）いる 。

の圧倒的

，いくつ

多数は，工場・企業

もの組合が対立しつ

（

（

）であ

労働組合

るが

活

，いず

動の特徴

単位のも

つ併存し

のであり，

ていること

が多い。

合登録を

としてい

あるより

られてい

こ

認

る

も

る

れには歴史的な

めていること，

ことや，使用者

よいという判断

。このような小

の依存と

ている。

いう問題と密接に

事情もあ

しかも役

側が組合

により，

規模の組

るが

員は

並存

歓迎

合は

，労働組合法が

半数未満であれ

という事態を，

してきたことな

，組合の政党系

関連して，組合の分裂と組合

組合員数

ば外部の

強力な一

どが理由

列化，外

者

つ

と

部

人での組

でもよい

の組合が

してあげ

指導者へ

間の対立に悩まされ

第 ，

合費徴収

え，専従

ら抜け出

ね，政党

小

に

の

せ

と

規模組合が競合

問題が生じ，低

組合幹部を養う

ない。さらに，

関係しているこ

している

賃金と相

こともで

この外部

とが多く

ため

まっ

きず

指導

，労

に，組合員への

て組合財政の貧

，外部指導者に

者がいくつもの

使関係・組合活

勧誘競争

困をまね

よる組合

労組のリ

動が常に

が

く

指

ー

政

生じて組

。それゆ

導体制か

ダーを兼

党や政治



家に依存

に，

するこ

年代に

とになって，組合の

入っても，紛争解決

分裂，

における

抗争の種となる。先

政府の役割が依然と

にみたよ

して大き

う

い

ことは，

ている。

仕組みに

第 ，

また，労

労

た

も

小

働

使問

だし

原因

規模

関連

軽い。そ

く，その

こで事

結果，

題と政府，政党との

，労働争議法が設け

がある。

組合が競合している

法に違反した場合に

つな

てい

ため

科さ

がり

る調

に，

れる

実上，労使間の自主

組合側も自由な団体

的な団

交渉では

が依然として深いこ

停制度を中心とする

労使の力関係が不均

罰金は使用者にとっ

と

紛

衡

て

を示唆

争解決

となる

は比較

体交渉では，組合側

なく国家介入を期待

の基盤は

する，と

し

の

。

的

弱

い

う悪循環

合として

ある組合

地がある

第 ，

が

承

の

。

政

起き

認す

どれ

党系

の分裂が

他方で政

，単位

党は自

ている。また，労働

るのかという点は当

を交渉相手にするか

列化との関連では，

組合

事者

につ

中央

法上

にま

き使

組織

組合をも政党に従属

らの支持基盤となる

させ，組

労組を組

，どの組合を交渉相

かせる形になってい

用者側の恣意的な選

の対立があげられる

手

る

択

。

となる

が，複

が入る

中央組

合間の対立を激化さ

織することに力を注

せてきた

いできた

組

数

余

織

。

。

年

（

っていた

して 年

に

が

に

労働

，独

国民

勢力を拡

た。長年

大し，

政権の

組合の中央組織と

立の頃までに共産党

会議派系のインド国

）が発足し，非

し

）

の支

民

暴力

て発

は，

配す

労働

，非

年代後半までイン

座にあった会議派は

ド最大

足した全インド労

当初は政治的に中立

るところとなった。

（組合会議

ストライキ，労使協

働組

な活

こ

調

合会

動を

れに対

を唱え

の中央労働組合の地

を通じて労働組合運

位を維持

動をその

議

行

抗

，

し

影

響下にお

会議派内

容共社会

した。

働協会

い

の

党

年

（

てい

社会

が統

にヒ

た。インド労働者連

主義者が離党して結

（一労働組合会議

ンドゥー至上主義を

盟

成さ

掲

）

（

れた

げる

を結

社会党により組織さ

（ ）インド人民党

成し， 年にインド

）は

れ

がイ

共産

年

， 年

）を組

ンド

党が

に

に

織

労

分



裂しインド共産党マルク

からインド労働組

ス主義が

合センタ
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組織されると，こ

ー（

と労働法の

れに対応

諸問題

して 年に

）

が分離し

議派系の

数を擁す

組合間

終わって

結

る

の

い

成された。組合

が最大で

ようになってい

対立を解消しよ

る。ただし，

党系列から脱却した労働組

中央組織

あったが
（ ）る 。

うとの試

年にボ

の勢

，

みが

ンベ

力図については

年には 系の

何度か行われた

イで勃発した繊

合運動もみられる。

， 年に

が

が，いず

維産業争

は

最大

れ

議

，国民会

組合員

も失敗に

など，政

．労

以上，

使間の交

は一致し

使

労

渉

て

関連法の改正議

使に関する法律

における自律性

いる。それには

からの自

上述し

立が必要であるも

た問題点に関連し

論

について

を高める

少数組合

は，

こと

併存

基本的に，政府

が重要だ，とい

状態の解消や組

のの，そ

て，労働

のような基盤整備は

組合法については，

の介入を

う点にお

合財政の

困難を極

組合の登

縮

い

安

小し，労

て，論者

定，政党

める。

録ないし結

成要件を

数をさら
（ ）こと

方法とし

こと，管

，

に

，な

て

轄

事業所の従業員

限定すること，

どの改正議論が

，政府の役割を

権の問題を減じ

統一する

そのほ

こと，などの議論

か論じなかった点

の何％以

使用者側

あり，労

減じ，自

るために

上と

によ

働

主的

労働

いうように改め

る組合の承認に

争議法について

な紛争解決を重

裁判所，産業審

がある。

で重要な規定につき付言す

，また外

つきルー

は，紛争

んじる規

判所，全

部

ル

解決

定

国

の者の人

を設ける

の処理

に改める

審判所を

ると，労働争議法は

人以

許可を得

のうちで

経済自

ことなど

上を

る

も

由

，

雇用する事業所

よう義務づけて

， ％ほどであ

化に伴い，解雇

労働者や労働組

の閉鎖や

いる。こ

るが，不

や整理を

合にとっ

解

の規

必要

容易

ては

雇，整理につい

定の対象となる

な規定であると

にすることや国

承服しがたい問

て州政府

事業所は

の批判が

有企業を

題であり

から

，

強

民

，

事前の

組織部門

い。

営化する

抵抗も大



きい。しかし，争議件数自体は減少傾向にある。

おわ

以上，

メントの

り

労

問

に

働諸

題を

産性にど

ているの

のよう

か，と

法全体について，特

中心にみてきたが，

に非

論じ

組織

残し

な動きがあるのか，

いう点について触れ

またそれ

ること

部門における法のイ

た点も多い。特に賃

が労働諸法とどのよ

ができなかった。ま

ン

金

フォー

や労働

うに関連

たその他

ス

生

し

に

も，労働

のまで，

上中央と

央，州

（

法

お

州

それ

），

には

よそ

の併

ぞれ

工場

ても，法

生じた際

律ごと

の管轄

，イギリス統治時代

年間の隔たりがあ

管事項とされている
（ ）にあり ，児童

（ ） （，賃金

に制

り

こと

（

定さ

，か

が多

）

）な

に異なっているとい

機関が，通常裁判所

う問題，

なのか，

れたものから近年制

つ労働法に関する立

いために，非常に多

（や従業員

ど労働法の基本的な

定

法権

数

），

概念

された

が憲

の法が

労働

に関

さらにそのことによ

労働裁判所なのか，

り，紛争

また産業

も

法

中

者

し

が

審

判所なの

じさせ，

ただし

ル・ジャ

を提起し

か

解

，

ス

え

，と

決を

第

ティ

ない

権利を保

極的に，

障しよ

基本権

いった紛争の本案に

長引かせている，と

節，および第 節で

スの問題，特に非組

社会的弱者層に代わ

入る

いう

みた

織部

り，

以前

問題

よう

門労

諸々

うと司法の場に問題

に新しい解釈を与え

を持ち込

，かつ

の，管轄権のレベル

がある。

に，労働問題におけ

働者の保護のために

の市民団体が，虐げ

で

る

，

ら

問題を

ソーシ

自ら訴

れた者

み，これに対して裁

救済方法を改革する

判所側も

ことによ

生

ャ

訟

の

積

っ

て，対応

訴訟・社

ットし，
（ ）いる

題のほか

し

会

虐

。労

に

てき

活動

げら

働関

も，

たことがみてとれた

訴訟と呼ばれる訴訟

れた人々，途方にく

連の分野では，債務

労働災害などの法の

と思

群を

れて

労

解釈

う。

展開

いる

働や

にお

年代後半から司

して，社会問題に積

人々の最後の頼みの

最低賃金，児童労働

いても労働者の利益

法

極

綱

とい

に

部は公

的にコ

となっ

った

配慮し

益

ミ

て

問

た



決定例が

しかし

少なくない 。

，司法部による問

（ ）

題の解決
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には実効性において

と労働法の諸問題

問題が生じる。なぜ

なら，裁

の判決を

は，当事

り，強制

は，裁判

判

国

者

執

所

とは本来対立す

家権力により強

が多極化してい

行になじまない

自らが述べてい

社会全体

にアピー

の協働作業による

ルしていくという

る二当事

制的に実

るなど，

ことが多

るように

ほかない

機能にお

者間

行

こ

い

，裁

の権利義務を確

するものである

のような裁判本

からである。そ

判所だけでなし

。むしろ，こうした

いて重要な，いわゆ

定し，究

のに対し

来の性格

れゆえ，

うるもの

裁判は，

る テス

極

，公

を越

問題

で

的にはそ

益訴訟

えてお

の解決

はなく，

問題を社会

ト訴訟 に

ほかなら

がどの程

インド

に諮問さ

ること，

な

度

政

れ

非

いだろう。した

のものであるか

府は第二次国家

た内容は，組織

組織部門の労働

立法を提

インド

言することである

は労働法の領域に

がって，

が重要と

労働審議

部門に関

者に対す

その

なる

会を

する

る最

裁判によって社

。

年 月に立

既存の労働関連

低水準の保護を

。委員会

おいて，

の報告は 年後に予

経済自由化による社

会に生じ

ち上げた

法の合理

確保する

る

。

化

ア

波及効果

同委員会

を提言す

ンブレラ

定されて

会の変化

いる。

に対応する

という課

おかれて

っそう明

題

き

白

と，インドが以

た弱者層へソー

に迫られている

注 具
し，

体的には次のように
その福祉を高め，技

前からか

シャル・

，とみる

かえ

ジャ

こと

てきた問題，特

スティスをもた

ができるのでは

述べてい
術的変化

る。 政府は労働者
によって生じる不可

に法の適

らすとい

ないかと

用

う

考

範囲外に

課題をい

える。

の利益を十
避の問題を

二分に保護
労働者が処

理で
残し
える
者の
する
ニン

きる
たま
。労
経営
よう
グや

ようすべての点
まに，社会の一
働者は進歩と繁
参加は促進され
企画された施策
技能開発，アッ

において
部たりと
栄におい
るだろう
に参加す
プグラデ

準備
も経
て対
。労
るよ
ーシ

するだろう。政
済発展の果実を
等なパートナー
働者の協同体は
う鼓舞されるだ
ョンの計画がは

府は，労働
得てはなら
とされるだ
，経営破綻
ろう。集中
じめられ

者
な
ろ
会
的
るだ

を苦難に
い，と考
う。労働
社を再建
なトレイ
ろう。
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憲

本家
みた
イギ
に，

法第
年
がイ
。ま
リス

条
代に
ンド
た，
政府
年労

委員
年
会が，イ
から 年

項， 条， 条，
インドの安価な工
おける労働立法制
一次世界大戦後には
労働者の生活悪化
組合法， 年労働

条
業製
定を
，
から
争議

（
， 条
品と
要求
イン
独立
法が

ドの労働事情を
かけて，中央・州

年に調
で約 の

，
に
第
が
働
ン
に

）
条を参照。

競争に不安をもった
た結果， 年工場
側で次々に労働組合
動にすすむことをお
定され，さらにイン

イ
法
が設
そ
ド

ギリ
の成
立さ
れた
勅命

をし，同委員会の勧
働立法が制定された

告に従っ
。独立

，
の
し
ド
運
制
査
労

資
を
，
め
働
，
前

ス
立
れ
た
労
て
以

のイ
印
訳）
イ

労

ンド
度の
印

ンド
年）
働諸

労働
経済
度・
の労

法の

については次の文献
労働 栗田書店，
レー・東印度におけ
法 （塚本重頼編
ページ。
説としては次の文

を

る
アジ

献を

参照
年
労働
ア諸

参照

香川孝三 インドの労

法
と
マ
働

解

カングリー著，野
ロルド・バトラー著
題 汎洋社， 年
の労働法 アジア経

田福
（

済

雄
酒井
香川
研究

関係と法 成文堂， 年

。
ハ
問
国

。

使

）
三
三
，

香

（訳
栄
孝
所

川孝
介
独立
労働
合会
響力
独

三
入的
直後
大臣
議
の低
立後

イン
な仕
の
の強

（
下を
の労

経済
イ
研究所，
ンド現代

（ アジアの企業法
みを 年に制定さ
年には労使間の自
な後押しの下で提
）を除く他の中央
念してこれに反対し
問題については次

制
れ
主的
案さ
労働
，
の文

アジ
た労
な交
れた
組合
実現さ
献を

年 山口博一 独
の展望 青木書店，

立後の
年）

ド
組

力

懸
働

史

経済研究所，
争議法に具体化した
を重視する改正案が
，議会も，また全イ
織も，政府の労使間
なかった。
照。 インドの労働事

年）
。も
当
ン
関

情

。
っと
時の
ド労
係へ

ア
働問題と労働運動

ページ 清水
（中村平
学

ア
働
渉
が
組
れ
参
労

，
リ
組
影

ア
編
働

も
ギ
働
の

ジ
治
労

・農
展望
（佐

アジ
イ

民運
岩

藤

ア経
ンド

動の
波書
宏・
ペー
済研
労働

開と課題 （古賀正
， 年）
藤雅雄・柳沢
清水 学 労働問
所， 年）
の現状と改革議論

則・
ペー
悠
題
ペ
に

内藤
ジ
もっ
（山
ージ
ついて

展
店
内
ジ
究
法

雄・中村平治編 現
水 学 労働運動の
知りたいインド
博一編 現代インド

は以下のものを参照

代
新

政治

。

イン
しい

経済

雅
清
と
口
。

の

）

ド
波
年
論
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州レベルでは積
次資
労
料の入手が困難なた
働市場については

極的な改革への動きがあると
め本章では
次の文献を

直接の研究対象とし
参照。

ころもみら

”

れ

”

るが，一
ていない

“
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“

働力 （伊藤正二編 イン
経済
口章

研究所， 年）
雄・浜口恒夫編 イ

ドの工業化─

”

”

─岐路に立つハ
ペー

ンド経済
ジ 木曽順子 労働
世界思想社， 年

“

古
イコスト経

賀
済

”
正則 労
アジア

者の組織
）

と変容 （西
ページ。

賃
在形
年）

農
題

金に
態

業労
（佐

ついては以下の
（山口博一編 イ
ページ 古賀

働者については
藤 宏・内藤雅
ページ 古賀正

文献を参
ンドの経
労働力

以下の文
雄・柳沢
則 インド

照。
済政

献を
悠
の

柳沢 悠 イン
策と諸階層 ア

．
参照。佐藤 宏
もっと知りた

農業労働者 （山

ドにおける
ジア経済研

農民運動
いインド
口博一編

賃
究

の

イ

労働の存
所，

多様な課
年）

ンドの経



済政
働・
の展

策と
農民

諸階
運動

望 岩波

層 年，アジア
の展開と課題 （古賀
書店， 年）

経済
正則
研究
・内

ページ

所） ページ 清
藤雅雄・中村平治編
。

水
現

学
代イ

労
ンド

録工

租

年
場と

税に

工場
，組

つい
を例
が広

にとると
く認めら

法などの規定により
織部門は必ずしも一致

ては，本章の直接の

所轄
し

対象

政府
ない。

では
，小規模産業につい
れている。もちろん

て，製品
小規模産

への登録が義務づけら

ないが，若干補足する

れ

と

てい

，物
の種類や収益を基準に
業と非組織部門は必ず

租税の
しもイ

る登

品税
免除
コー

ルで

第
なら
のは
たは

は

に
ば，
誤り
第

ない

，被
憲法
であ
条の

私人
ずる

による基
ことは国

。

告がインド中央政府
には私人間効力はな
る，と主張したこと
ような基本権に関し

など
く，
に対
て侵

の政
この
し，
害が

本的侵害を禁圧し，
家の憲法上の責務で

その尊重
あること

府当局ではなく，民間
点からも第 条の令状
最高裁は憲法第 条，
生じている場合には，

業
訴
第
そ

者で
訟と
条

のよ
を確保するために必要
を特に強調しておきた

な措置
い，と述

ある
する
，ま
うな
を講
べ，

憲法

債

第

務

条の

労働に

そのほかに

私人間効力を認めた。

ついては次の文献を参照。

も債務労働に関する
では，

ものとし
債務労働

て，
者を解放した後にリハビリを実施

する

債務

こと

労働

が憲

の窮

法第 条，第 条に

状を報じた新聞記事に

よっ

基

て州

づく弁

に課せられた義務であ
は，採石

護士の訴えである。

る
場
とし
にお

た。
ける



その他にも，最低賃金法に関連
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する判例として，

と労働法の諸問題

訳
（塚
ジ。

児

語は
本重

童労

などがあ
，香川の翻訳に
頼編 アジア諸

働については，

る。
従って，
国の労働法

請負とした。香川孝
アジア経済研究所

三 インド
， 年

の
）
労働法

ペー

訴

の実

えを

人以
施に

提起したのは

上を斡旋する請
責任を負うべき

年であり

負人は，
である，と
“

，

独立
の

児童労働法はまだ

した機関として
意見がある。

……”

なかった

，さまざま

。

な労働法規

，
およ
二
イン
巻
注
佐
ま

び
つの
ド国
第
お
藤
た，

図は，いずれも
民会議派政権期
号， 年）
よび注 の文献
宏・金子 勝
組合が複数並存

とい
ーク

った団体交渉以前の
レット・バロット（

，佐藤
（
ページ

を参照。
自由化の経
している結
問題が長

宏・
）に
の図

済
果

金子 勝 自由
おける政治と経
を参照に作成し

学（ ）……
，使用者側とどの

らく大きな問題であ
）方式を法定したと

化の経済学
済 （ アジ
た。

ページ。
組合が交
るが，州レ
ころもあ

（
ア

渉す

）──
経済 第

るのか，
ベルではシ
る。

鉱
管轄
雇用
び母
され
公
いる

山お
する
およ
体保
てき
益訴
女性

よび油田につい
のは，労働組合
び失業，労働条
護である。その
ている。
訟・社会活動訴
，青少年施設の

ては中央
，労使お
件，拠出
ため，非

訟の内容
児童，隷

政府
よび
金，
常に

は，
属的

の立法事項であ
労働争議，社会
雇用者責任，労
多数の法が中央

未決拘禁者や既
労働者，非組織

り，中央と
安全および
働者補償，
レベル，州

決囚，保護
労働者，土

州
社
退
ご

拘
地

の双方が
会保障，
職金およ
とに制定

留されて
なし農業



労働

期的

者，環

判決で

境

あ

問題，不可触民など広

る。被告は運送会社

範な範

であり

囲

，

にわたっている。

多くの運転手を雇用し
も重
てい
要
た
な画
が，

長年
てい
によ
裁は
観点
れな

の過
た。
り運
，同
から
い場

酷
そ
転
法
，
合

［付記］

な
の
手
の
被
に

勤務により，視力が
ため会社は 人のそ
は保険を従業員国家
適用はないが立法の
告会社に，退職金の
は，付加的な補償を与

弱ま
のよ
保険
穴を
ほか
え

り
う
法
埋
に
るこ

，
な
の
め
，
と

運転可能な基準を満た
運転手を解雇した。職
下で受ける資格がある
て，彼らに補償を与え
仕事を与えること，仕
を指示した。

さ
業
か
る
事

な
上
？
べ
を

く
の

き
与

なっ
傷害
最高
との
えら

脱稿後
ド労働市

つき，包
訟 が近

に，
場─
ペー
括
く

─
ジ
的に
ア

雇
に
考
ジ

年代のインド労働市
用の弾力化と労働者
接した。参照されたい
察した論文，佐藤
ア経済 に掲載予定で

場を
（
。ま
創
あ

分
ア
た

る。

析
ジ
，
現

した論考，木曽順子
ア経済 第 巻
本文中で論じたインド
代型訴訟 としてのイ

揺
号，
公
ン

れ

益
ド

る

訴
公

イン
年）
訟に
益訴


